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　　健　康　課

１．制度の概要

　国民健康保険は、病気やケガになったときに医療を受けられるよう、被保険者が保険料を出し合って助け合う医療保険制度である。昭和36年度に国民皆保険となり、

町内に住んでいる人で、職場などの健康保険加入者や生活保護受給者以外の方を対象に、保険給付とともに、特定健診・特定保健指導等の保健事業により、被保険

者の健康増進に努めている。国民健康保険は、加入者の平均年齢が高く医療サービスを利用する機会が多いことや、低所得者層が多く加入しているなど構造的課題

があることから、従来の市町村単位での運営が、平成30年度からは都道府県が市町村とともに国民健康保険事業を運営する制度改革が行われた。

　京都府は、財政運営の責任主体として国民健康保険運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図り、町は引き続き資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・

徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を担っている。

(１) 加入状況

① ② ③（①÷②）

(２) 増減内訳

(３) 制度の運営に必要な人件費

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

社会保険加入 生活保護開始 死　亡

85 人

転　入 社会保険離脱 生活保護廃止 出　生

16,505 人 16.4％被保険者・人口

う　ち　一　般

加 入 率町　　内

7,223 世帯 25.6％

－－

世　　　　　帯

国保加入

1,846 世帯

2,710 人

2,710 人

0人う　ち　退　職

人件費分

計

計

479 人 2 人 7 人 0人 20 人 593 人

その他

17 人 731 人

23,635 千円

6 人 21 人

－ － （令和5年3月31日現在）

その他後期高齢加入

（令和4年度決算額）

97 人

後期高齢離脱

390 人

転　出

200 人
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２．給付状況

(１) 証発行状況

（令和5年3月31日現在）

(２) 任意給付

(３) 特定健診・ドック受診状況

※特定健診と人間ドックの重複受診不可。

　令和4年4月1日から令和5年3月31日の間、脳ドック受診者に対し助成

　令和4年4月1日から令和5年3月31日の間、人間ドック受診者に対し助成

　令和4年7月1日から12月31日の間、乙訓圏域内の契約医療機関で特定健診を実施807 人

146 人

32 人 脳ドック

 人間ドック

 特定健診

 葬 祭 費

産科医療補償制度加入医療機関

上記以外一 時 金

出産育児

20 件 1件当たり    50,000円 被保険者が死亡した場合、喪主に対して支給

所得に応じた自己負担割合となる証（70歳以上75歳未満の人が対象）

特定疾病療養受療証 15 人 特定の疾病が対象で、窓口負担が限度額までに抑えられる証

医療機関での医療費の窓口負担が限度額までに抑えられる証

医療費の窓口負担を限度額までに抑え、食事代を減額する証

高齢受給者証

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

92 人

68 人

809 人

6 件 1件当たり　420,000円 被保険者が出産した場合、医療機関を通じて世帯主に給付

0 件 1件当たり　408,000円 被保険者が出産した場合、世帯主に対して直接給付
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３．保険税収納状況

(１) 収納状況 (２) 納付方法の内訳

一般分 一般分計

現年分小計

医療分

後期高齢者支援金分

介護保険分

滞納分小計

医療分 (３) 特別徴収対象者の納付方法変更申出の状況

後期高齢者支援金分

介護保険分 （令和4年度中の申出人数）

退職分 退職分計

現年分小計

医療分 (４) 保険税率

後期高齢者支援金分

介護保険分

滞納分小計

医療分

後期高齢者支援金分

介護保険分

うち現年分計

※令和4年度の退職分の課税は滞納分のみ

特別徴収

普通徴収

計

356 人

1,479 人

865 人

614 人

1,835 人

うち窓口納付

うち口座振替

19.4%

80.6%

47.1%

33.5%

100.0%

最高限度額

650,000円

32.48%

納付方法変更申出数

18,500 円
１世帯あたり

平等割額

1 人

課税標準額
×6.39％

所得割額

26,800 円
１人あたり

均等割額

170,000円介 護 分

後 期 高 齢 者
支 援 金 分

200,000円

区分

合計 92.91%

0.00%

97.83%

32.01%

98.07%

93.05%

29.76%

31.81%

医 療 分

収納率

97.86%

96.98%

0.00%

0.00%

97.83%

0.00%

0.00%

課税標準額
×2.41％

課税標準額
×2.49％ 5,500 円

1世帯当たり

6,800 円
1世帯当たり

11,400 円
１人あたり

9,900 円
１人あたり
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